
公害診療報酬の請求について 

 

公害診療報酬事務につきまして、ご協力をいただきありがとうございます。 

公害診療報酬の請求の際には、下記の点をご参照ください。 

 

１．公害診療報酬の算定方法 

 認定疾病の診療に要した費用のみをご請求ください。 

 同封の公害疾患特掲診療費をご参照下さい。（医科） 

 また診療報酬の額の算定は、一般の医科点数表により算定してください。 

 （後期高齢者関連の医科点数は算定できません） 

 

 １点あたり 

① 薬剤料・特定保険医療材料料及び放射線粒子 

・酸素その他の材料費    … １０円 

② その他手技料等（外来）    … １５円 

③    〃   （入院）    … １２円 

 

２．請求方法 

 患者の診療内容が記載された『公害診療報酬明細書』を診療月ごとにまとめ、

『公害診療報酬請求書』を診療月ごとに添付し、請求してください。 

 

３．請求先 

 〒１１０－００１５ 

 台東区東上野４－２２－８ 

 台東保健所 保健予防課 予防担当（公害） 

 

４．提出期限・支払方法 

 毎月１０日締切り（１１日以降のものについては、翌月の処理） 

 公害診療報酬審査会において審査後、支払金額が確定します。 

 確定した金額は、提出の翌月１０日頃に指定の口座に振込処理いたします。 

 

５．その他 

◎ ご請求の際に、同封の新規届をご記入の上、ご返送ください。 

◎ 振込口座に信用金庫、信用組合をご利用の場合は、振込処理できないこ

とがありますので、お手数ですがお問合せください。 

◎ 新規届の内容に変更がある場合は異動届の提出が必要になります。お手

数ですがご連絡ください。 


